
【建築物石綿含有建材調査者講習】 

   募 集 要 項 

 

本講習は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規定（平成 30年厚生労働省・国

土交通省・環境省告示第 1号）に基づいて、国内で発生している石綿障害の予防

のために、全国規模での建築物石綿含有建材調査者を養成するために行うもの

です。 

 

1. 一般建築物石綿含有建材調査者講習コース（座学 2日間・修了考査 90分） 

2. 特定建築物石綿含有建材調査者講習コース 

（座学２日間＋実地研修 0.5 日間 修了考査（口述 20分 筆記試験 90分） 

3. 実地研修コース（実地研修 0.5日間 口述試験 20分） 

 

 

１.一般建築物石綿含有建材調査者講習コース 

本講習は、2 日間の座学を通じ、関係法令や石綿の関連疾患とリスク、建築

物の構造・建材等に関する知識と、通常の使用状態における建築物の石綿含

有建材に関する調査に加え、解体作業等においての事前調査にも対応した知

識を学ぶ内容となっています。 

なお、講義終了後の筆記試験に合格した方には、『一般建築物石綿含有建材調

査者』の修了証明書が付与されます。 

 

※開催日程（座学、筆記試験） 

  日時：令和８年５月１４日（木）～５月１５日（金）                                   

             （１５日の筆記試験は、午後 4 時～5 時 30 分） 

   会場：札幌市産業振興センター  札幌市白石区東札幌 5条 1丁目 1-1 

   定員：30名 

   受講料：55,000円（税込、テキスト代、修了考査代含む） 

   

２．特定建築物石綿含有建材調査者講習コース 

本講習は、建築物石綿含有建材調査を行う方で、建築物石綿含有建材調査者講習

の講義のうち、建築物石綿含有建材調査に関する講義及び実際の建物を使った



演習を通じて、建物における調査の実務能力を修得する内容となっています。 

研修終了後に筆記試験による修了考査と口述試験による修了考査を行い、合格

された方には、『特定建築物石綿含有建材調査者』の修了証明書が付与されます。 

 

※開催日程 

（座学、筆記試験） 

  日時：令和８年５月１４日（木）～５月１５日（金）  

（１５日の筆記試験は、午後 4 時～5時 30分） 

  会場：札幌市産業振興センター  札幌市白石区東札幌 5 条 1丁目 1-1 

 （実地研修） 

   日時：５月１６日（土） 午後 1時～午後 5時 

   会場：札幌市内（申込者に連絡） 

 （口述試験） 

   日時：５月２３日（土）午前 9 時～（面接方式で、一人あたり 20 分程度） 

   会場：札幌市内（申込者に連絡） 

   定員：５名 

   受講料：99,000円（税込、テキスト代、修了考査代含む） 

   

 

※実地研修の持ち物について 

  筆記具、ヘルメット、マスク（RL3/RS3 国家検定合格品）、デジタルカメラ、バイ

ンダー、作業着（長袖・長ズボン）、フルハーネス 

  作業靴（もしくは、スニーカー）、懐中電灯、軍手、メジャー、用具入れバッグ 

 

３．実地研修コース 

本講習は、『一般建築物石綿含有建材調査者』の資格を有する方等を対象に、

実際の建築物を使った演習を通じて建物における調査の実務能力を習得する内

容となっています。 

また、当法人の一般コースを受講されていない方については、実地研修前に、

2時間の補講を行います（有料）。 

なお、研修修了後の口述試験に合格された方には、『特定建築物石綿含有建材

調査者』の修了証明書が付与されます。 

※開催日程  



A 当法人の一般コースを修了された方 

（実地研修） 

日時：５月１６日（土）午後 1 時～午後 5 時 

会場：札幌市内（申込者に直接、連絡します） 

 （修了考査；口述試験） 

日時：５月２３日（土）午前 9時～（面接方式で、一人あたり 20 分程度）  

   会場：札幌市内 

定員：5名   

受講料：44,000 円（税込、修了考査代含む） 

 

B 当法人以外で一般コース修了資格をお持ちの方 

 （補講） 

   日時：５月１６日（土）午前 10 時～12 時 

   会場：札幌市内（申込者に直接、連絡します） 

 （実地研修） 

      日時：５月１６日（土）午後 1 時～5時 

   会場：札幌市内（申込者に直接、連絡します） 

 （修了考査：口述試験） 

   日時：５月２３日（土）午前 9 時～ 

（面接方式で、1 人あたり 20 分程度） 

    会場:札幌市内（申込者に直接、連絡します） 

    定員:５名 

    受講料：66,000円（税込、補講、修了考査代含む） 

 

※実地研修の持ち物は、特定研修参照 

 

 



◆受講申込み方法及び注意事項！ 

〇事前に、必ず各コースを受講するのに必要な受講資格（別ファイル）をお読み

ください。 

〇当センターホームページ（https://ｊ-asc.or.jp）より、希望の日程、受講コ

ースを選び、お申込みください。 

〇申込み書式（Excelファイルから希望コースを選び、必要事項を記入し、別名

で保存、Excel使用環境にない方は、PDFファイルをダウンロードして、直接記

入して添付または郵送） 

〇資格証明書（卒業証明書※０、実務経験証明書※１、石綿作業主任者証明証等

を PDFファイルにして添付または郵送） 

〇顔写真（612px×460px以上、無帽、正面向き、撮影後 3か月以内のものを jpg

ファイルで添付、ファイル名は氏名とする。サイズは 0.5M 程度。修了証及び本

人確認に使います。プリントしたものについては、縦 6 ㎝×横 5 ㎝で、鮮明な

もの、裏面に氏名を記入）※不鮮明な写真の場合、会場で写真撮影をします。 

〇受講料振込票（PDFファイルにして添付、ネットバンキングでお振込みの場合

は、振込完了場面をスクリーンショットしたものでも可） 

〇定員に達した場合は、その時点で受付を終了します。 

〇会場の空き状況は、センターまで、お問い合わせください。 

〇昨今の感染症の影響により、定員、会場及び日程を変更する場合があります。 

〇1科目でも、遅刻、早退、欠席した場合、修了考査の受講資格を失います。体

調不良の場合は、予め、ご連絡ください。 

〇修了証明書の発行までには、おおよそ 1か月程度かかります。 

※０卒業証明書は、建築系の学科を卒業もしくは修了した方で、実務経験を証

明する場合には必要となります。  

※１実務経験証明書について（別ファイル記入例参照） 

 実務経験が必要な方は、別ファイルの記入例を参考にしてください。必要年

数が足りていれば、その年数の勤務先、勤務内容等について記入願います。 

 ご自身が会社代表である場合は、ご自身が証明することになりますので、事

業所登録、建設業許可証、会社定款いずれかの写しを PDF ファイルにして添付

願います。 

 

※受講料振込先：北洋銀行 普通預金 店番号０２８（本店営業部）  

口座番号：６９８７４１２ 口座名義：一般社団法人 日本石綿講習センター 

 



※受講料は、前納制となっており、振込済みの受講料については、返金はできま

せん。 

※実地研修で自身で用意できないマスク（1個 6、600円税込、数量限定）、ヘル

メットの内側の紙帽子（1 個 110 円税込）を必要な方は、受講料にプラスして、

振込ください。なお、その旨を、備考欄に記載願います。 

※インターネットを使えない場合は、郵送でも可能です。 

その場合、必要な書類のうち、卒業証明書、履修科目証明書、実務経験証明書に

ついては原本を、（修了証明書用）顔写真、石綿作業主任者、特定化学物質等作

業主任者の方は、証明書の原本をカラーコピーしたものを、その他の書類につ

いてはコピーしたものを当センターまで、郵送してください。 

 なお、ご不明な点は、あらかじめ、電話等でお問合わせください。 

      （電話での対応；平日、午前 10 時～午後 4時） 

〒062-0932 

  札幌市豊平区平岸 2条 13丁目 3番 14－511号 

   一般社団法人 日本石綿講習センター 

    電話（080）4046-1418  ファックス（050）1255-1067 

    ホームページ https：//j-asc.or.jp 

 

受講申込に必要な書類（一覧表） 

区分 

番号 

様式１ 別紙１： 

実務経験証明書

を PDF にして提

出 

各種証明書： 

PDF 

にして提出 

銀行振込票： 

PDF にして提

出 

顔写真： 

JPEG 等電子

データ提出 

1  

 

 

 

  〇 

 

 

 

 

   〇 

卒業証明書、 

履修科目証明書 

 

 

 

 

    〇 

 

 

 

 

  〇 

2   同上 

3   同上 

4   同上 

5   × 

6   × 

7 修了証明書 

8 ※特定及び実地

研修コース受講

の場合、実務経

験証明書が必要 

修了証明書 

 

 

9    〇   × 



10    〇   × 

11     

 

   〇 

受講資格区分に応

じた各種証明書と

建築物石綿含有建

材調査者修了証明

書が必要 

 


